
購入に関わる標準条項 

 

1. 条項の承諾 

売主は、本条項および本条項が別紙として添付されるか、

本条項に明示的に言及してその一部として組み込んでいる

購入注文書（総称して「本注文書」という。）に記載され

たすべての条項を遵守する。なお、本注文書には、本注文

書の変更および本注文書が言及する仕様書その他の文書が

含まれる。本注文書の文面または両当事者間で別途締結さ

れた供給契約書に別途記載がある場合を除き、本条項は、

これと異なる条項に優先する。「クリックラップ」、「ク

リックスルー」、「ブラウズラップ」または「シュリンク

ラップ」の条件が物品・サービス（ソフトウエアを含む。

）に含まれるか、組み込まれている場合、これらの条件が

効力を有することはなく、本注文書が優先される。買主に

よる本注文書の発行は、売主の販売申込み、見積りその他

の提案の承諾には当たらない。本注文書において当該販売

申込み、見積りその他の提案への言及があっても、いなか

る場合においても、本注文書の条項の修正を構成せず、本

注文書の条項は、常に当該販売申込み、見積りその他の提

案に優先する。売主による本注文書の承諾または受諾（本

注文書において要請された作業または業務の履行に着手し

た場合を含むが、これに限らない。）に本注文書の条項と

異なる条項または追加的な条項が含まれるか、これに言及

していたとしても、売主による本注文書の完全な承諾とみ

なされ、そのような異なる条項または追加的な条項は、買

主が書面により特別に、かつ明示的に承諾しない限り、無

効となる。 

 



2. 価格、支払いおよび数量 

2.1 価格および税金すべての価格は、確定されたものであ

る。第 6 条に基づき買主が本注文書の改訂版において書面

で明示的に同意しない限り、いかなる種類の追加請求も認

められない。売主は、物品・サービスの価格について、売

主が第三者に提供する同一または同等の物品・サービスの

価格を上回らないことを保証する。同一または同等の物品

・サービスの価格が下がった場合、売主は、速やかに買主

に通知し、両当事者は、速やかに適切な価格調整を行うこ

とについて協議する。売主の価格には、本注文書に基づき

購入された物品・サービスおよび成果物に適用されるすべ

ての租税、手数料および関税が含まれている。ただし、買

主が還付を受けることのできる消費税または同様の税金は

、売主の価格には含まれず、売主の請求書において別途特

定される。本注文書にて意図または提供される物品・サー

ビスまたは業務に適用される適用法令、条約、協定、議定

書、判例法、規制、条例、規格、基準、指令、命令（司法

命令を含む。）および政府機関または当局が発行した規則

（総称して「法令等」）により、売主が消費税または同様

の税金を買主に請求する義務を負う場合、売主は、かかる

税金を適用規則に従って買主に請求し、買主がその税金を

関連の政府当局に返還請求できるようにする。買主は、法

令等により、売主が責任を負う税金の源泉徴収を求められ

た場合、売主に対する支払額から当該源泉徴収税を控除し

、売主名義での有効な納税証明書を売主に交付する。売主

は、本注文書に関連して売主が責任を負う一切の租税、関

税、課徴金、賦課金、給与、保険料および分担金ならびに

それらに課される利息または違約金の支払い（総称して「

売主支払」）につき、単独で責任を負い、売主が売主支払

義務を完全に遵守していることの適切な証拠を提供しなか

った場合、買主は、法令等が許容する限度で、違約金また

は利息を課されることなく、全額または一部の支払を留保

することができる。売主は、適用法令等において求められ

る場合、本注文書のいずれかの部分が履行される国に事務

所、支店または部門を設立または登録し、当該国において

適法に営業および事業を行う組織としての資格を取得し、

本条項に基づきサービスの履行または物品もしくは成果物

の提供に使用するあらゆる種類・階層の売主の供給業者、

納入業者、請負業者または代理人（総称してそれぞれを「

下請業者」といい、売主、その下請業者および売主または

その下請業者の従業員、代表者、代理人またはあらゆる種

類の招聘者を総称して「売主グループ」という。）に対し

、同様の義務を課す。 

2.2 支払い 買主は、（i）本注文書の文面または（ii）本注

文書に従い買主が発行した別途の指図書で特定された数量



でない限り、数量のいかんを問わず、物品・サービスを購

入する義務を負わない。本注文書の文面に別段の記載があ

るか、法令等に定められている場合を除き、支払期間は、

(a) 買主が有効な請求書を受領した日または(b) 買主が適合

した物品・サービスを受領した日のうち、いずれか遅い方

の月の翌月末とする。ただし、適合した物品・サービスの

受領から 60 日以内に支払いが行われるものとする。売主の

請求書には、必ず買主の本注文書番号が記載され、買主に

よる物品の受領または売主によるサービスの完了後、速や

かに発行される。売主の請求書に本注文書番号が記載され

ていないか、上記の時期より後に発行されたか、請求書が

不正確であった場合、買主は、法令等が許容する限度で賠

償責任を負うことなく当該請求書のよる支払いを拒否する

ことができる。かかる拒否があっても、売主は、履行を停

止することはできず、これに起因する買主による支払遅延

または不払いの責任は、売主が単独で負う。売主は、本注

文書に記載された通貨で支払いを受ける権限を有している

ことを保証する。買主は、本注文書または他の注文書もし

くは契約において、売主または売主の関連会社が買主また

は買主の関連会社に対して債務を負っている場合、その一

切の金額との相殺をいつでも行うことができる。本注文書

において、「関連会社」とは、直接であるか、単独または

複数の仲介者を通じて間接であるかを問わず、いずれかの

当事者を支配するか、これに支配されるか、これと共通の

支配下にある者（個人、法人、会社、パートナーシップ、

合弁会社、有限責任会社または団体を含むが、これらに限

定されない。）をいう。 

2.3 保証 買主は、売主の最終親会社もしくは株主の保証ま

たはこれと同等の保証（買主指定の、または最低でも買主

が受諾可能な様式および内容によるものとする。）を要請

した日から 15 暦日以内にこれを提出するよう、売主に求め

る権利を留保する。 

2.4 数量 

(a) 一般事項 買主が書面により別段の同意をした場合を除

き、売主は、本注文書または指図書で特定された数量を超

えて、または買主指定の納期を守るために必要な時点より

も前に、重要な確約または製造の手配を行ってはならない

。売主がそのような確約をしたか、そのような製造を行っ

た場合、これに起因する危険は、売主が負担する。買主は

、自らの本注文書または指図書で特定した数量を超えて、

または予定よりも前に買主に納品された物品を売主に返品

することができ、これに伴う危険および費用（当該物品の



保管および取扱いに関連して買主が被った費用を含むが、

これに限定されない。）は、売主が負担する。 

(b) 製造中止・交換部品 売主は、本条項に基づき購入され

る物品または本条項に基づく物品の製造もしくはサービス

の提供に必要な物品の製造を恒久的に中止する場合、少な

くとも 180 暦日前に書面により買主に通知する。当該義務

は、本注文書の解除または満了後も、1 暦年間存続する。

さらに、売主は、本条項に基づき購入されたすべての物品

につき、売主によるその製造の中止後 5 年間にわたり、交

換部品を提供する。交換部品の価格は、当該物品の製造中

止時において有効だった価格を超えてはならず、売主によ

る機器設置費用等の請求は認められず、買主に支払義務は

ない。売主は、上記 5 年間の経過後においても、物品また

は交換部品の製造に必要な売主所有の工具をすべて引き続

き良好な状態に維持し、当該工具を処分または売却する場

合は、事前に買主に連絡し、当該工具を買い取る権利を買

主に提供しなければならない。交換部品その他の品目につ

き、最低取引単位の要件は、適用されない。買主が購入し

たすべての交換部品には、本注文書の条件が適用される。 

 



3. 引渡しおよび所有権の移転 

3.1 本注文書において、期日の厳守は不可欠である。売主

は、本注文書記載の買主指定の納期内に、成果物を含め、

すべての物品・サービスを引き渡す。本条項において、「

成果物」とは、発明、発見、著作物、プログラム、二次的

著作物、アイデア、技術、方法、製法、情報、データ、ド

キュメンテーションおよび資料を含め、売主が創出、作成

または買主に納品するか、その他本条項に基づき買主に業

務を提供する中で生産、着想、製造、提案または開発する

、有形および無形のすべてのものをいう。売主は、理由を

問わず、求められた納期日に従うことまたは本注文書のそ

の他の定めのいずれかを満たすことが困難であると予想さ

れるときは、速やかに買主に書面で通知する。本注文書の

文面に別段の記載がある場合を除き、売主は、予定どおり

にすべての物品および関連文書（図面、予備部品互換性報

告書（「SPIR」）、証明書、取扱説明書および品質文書を

含むが、これらに限定されない。）を納品しないか、サー

ビスを完了しなかった場合、1 週間または 1 週間未満の遅

延期間につき、本注文書の総額の 1％に相当する額を支払

う。ただし、当該支払の総額は、本注文書の総額の 15％に

相当する額を超えないものとする。両当事者は、当該金額

が遅延の結果として買主が被る損害額を本注文書の発行時

点の状況に基づいて事前に合理的に見積ったものであり、

違約金としてではなく、予定損害賠償金として請求される

ことに合意する。ただし、両当事者は、15 週を超える遅延

の結果として買主が被る損害額を見積り、または算定する

ことが不可能であることに合意する。したがって、遅延が

15 週を超えた場合、買主は、売主が 15 週を超えて遅延し

た結果として買主が被った追加の損害額を文書で証明する

ことにより、これを売主から回収することができる。これ

に関連して、売主は、本条項に基づき提供する物品・サー

ビスが買主のその顧客に対する同一の供給義務に関連する

か、その一部を構成する場合があることを認める。さらに

、買主が指定した納期を売主が遵守しなかった場合、買主

は、売主の費用負担により、最も早い方法で納品するよう

要求することができる。相反する合意が書面で明示的にな

されない限り、買主が受ける救済は、重畳的なものであり

、買主は、適用法令または契約に基づき認められる一切の

救済（不履行を理由として買主が本注文書を解除する権利

を含むが、これに限定されない。）を求めることができる

。 

3.2 本注文書の文面に別段の記載がある場合を除き、（a）

買主のドックに発送される物品は、FCA（売主の敷地）条

件で引き渡され、（b）源泉国外での引渡しのための直接発

送物として発送される物品は、FCA（売主の敷地）条件ま



たは FOB（輸出港）条件（物品が船便で引き渡される場合

）で引き渡される。引渡条件の表記はすべて、インコター

ムズ 2010 による。米国から出荷される物品の所有権は、

各品目が米国の領土、領海または領空を出た直後に売主か

ら買主に移転する。本注文書において、両当事者は、米国

の領海が 1982 年国連海洋法条約に基づき定められた基線

から 12 海里までであることを認める。他のすべての場合に

おいて、所有権は、引渡しをもって買主に移転する。買主

は、法令等が許容する限度で、予定よりも前に納品された

物品を売主の費用負担で、売主に返却することができる。

すべての場合において、買主は、運送契約および引渡地を

指定することができる。すべての場合において、売主は、

梱包明細書および税関送り状（該当する場合）により、本

注文書に基づき引き渡される各物品の原産国およびしかる

べき輸出分類コード（該当する場合、輸出規制分類番号（

「ECCN」）および関税コードを含む。）を、適用される

貿易特恵または関税協定の条件を満たすよう、詳細に買主

に通知する。売主は、買主の仕様書その他の定めを遵守し

なかった場合、結果として生じるすべての輸送費その他の

損害額が売主の負担となるとともに、法令または契約に基

づく他の救済が生じることを了解する。 

3.3 売主は、各積荷の梱包明細書に、買主が購入する物品

の各構成要素を記載した詳細かつ完全な部品表（「BOM」

）を添付し、BOM のいずれの構成要素が当該積荷に含まれ

ていて、含まれていないかを記載する。売主はまた、各品

目の積荷に、当該品目の完全な BOM を付し、当該 BOM

のいずれの構成要素が積荷に含まれ、いずれの構成要素が

積荷に含まれていないかを明らかにする。当該 BOM は、

各積荷の梱包明細書とともに付される。買主からの要請が

あった場合、売主は、各品目の価格を記載した梱包明細書

を提出する。 

3.4 物品が国境線を越える場合、売主は、適用されるイン

コタームズの条件に従い、通関手続を実施し、輸出申告書

の写しを商業送り状とともに提出する。送り状の言語は、

英語および仕向国の言語とし、これには、該当する取引に

ついて知っている買主および売主の担当者の氏名および電

話番号、本注文書番号、本注文書の明細行項目、指図書番

号（該当する場合）、部品番号、商品の詳細説明、取引通

貨建て購入単価、数量、インコタームズの条件および指定

場所ならびに物品の原産国を記載する。さらに、本注文書

の履行のために何らかの方法で買主が売主に提供し、本注

文書の購入価格に含まれないすべての物品・サービスは、

送り状において別途特定する（受託材料、工具および無償

交付品など）。また、受託品がある場合は、各送り状に、

該当する本注文書番号その他の参照情報を記載し、送り状



価格の決定に使用された基本価格からの割引または割戻し

がある場合には、これを特定する。 

3.5 売主は、売主の国との間に貿易特恵または関税同盟協

定（「貿易協定」）がある仕向国に物品を出荷する場合、

買主と協力して、買主に有利な特別制度の当該物品への適

用可能性につき検討し、当該仕向国への物品の輸出にかか

わる関税の免除または減額を認める特別関税制度（EEA、

ロメ協定、EU・地中海パートナーシップ、GSP、EU・メ

キシコ間 FTA および NAFTA など）の適用を支援するため

必要とされる文書（EUR1 証明書、GSP 申告書、FAD、

NAFTA 証明書その他の原産国証明書など）を買主に提出す

る。同様に、本注文書に適用される貿易協定または特別関

税制度が本注文書の履行期間中に導入され、買主がこれを

自らにとり有利であると判断した場合、売主は、適用可能

な控除（本注文書に起因して生じる可能性があるカウンタ

ー・トレードまたは相殺に伴う控除を含む。）の実現に向

けて、買主に協力するものとし、当該控除および利得が買

主のみの利益に帰することを認める。売主は、文書上の誤

りを知った場合、直ちに買主に通知する。売主は、自らが

作成した文書が不正確であったか、適時に協力しなかった

ことに起因する一切の費用、罰金、違約金または課徴金に

ついて、買主に補償する。 

 





4. 買主の財産 

4.1 買主の工具、機器その他の財産 特に異なる明示的な定

めがない限り、買主は、本注文書の履行のために使用する

工具、機器または材料を売主に支給する義務を負わない。

買主が支給する有形財産および無形財産（情報、データ、

工具、材料、図面、コンピューターソフトウェア、ノウハ

ウ、文書、商標、著作権、機器その他の資材を含む。）は

、現在および将来にわたり、買主の財産とし、売主（その

下請業者および売主グループに属する他の者を含む。）は

、これを、すべての瑕疵を含め、かつ、明示・黙示のいか

なる保証もなく、「現状有姿」条件で受け入れ、使用する

。売主は、当該財産を自己の危険負担で使用する。売主は

、当該財産および実行可能な限りにおいてその各個別品目

に、買主の財産である旨の明確な表示を付すか、他の方法

で適切にその旨を指定し、これを売主の財産とは分離して

安全に保管し、適切に維持管理する。売主は、本注文書そ

の他の買主の注文を履行するためにのみ買主の財産を使用

するものとし、他の目的のためにこれを使用したり、第三

者に開示したり、複製したりしてはならない。売主は、当

該財産を管理、保管または支配している間、これを自己の

単独の危険負担で保持し、いかなる担保にも供せず、買主

を保険金受取人として、少なくとも当該財産の交換費用に

相当する額の保険を売主の費用負担で付保し、当該財産が

毀損または破壊された場合には、買主の書面による要請に

従い、直ちにこれを撤去するか、買主に返却する。この場

合、売主は、全費用を自己負担のうえ、当該財産を売主が

受領した当初と同一の状態（合理的な損耗を除く。）で発

送する手配をし、買主に返送する。上記第 3.4 条に定める

とおり、本条項に基づき供給される物品の製造に関連して

使用される受託材料、工具または技術は、国際発送に使用

される関連する商業送り状または見積送り状において特定

する。 

4.2 知的財産 売主は、本注文書の前に所有していたか、本

注文書とは関係なく開発した知的財産すべての所有権を保

有する。売主は買主に対し、本注文書の履行に関連して使

用、創出、考案または実用化される可能性のあるあらゆる

知的財産が含まれる製品およびサービスの製造、製造委託

、使用および販売を行うための取消不能で非独占的なライ

センスを無償で付与する。買主が売主に対し、製品の製造

またはサービスの提供のために仕様書、条件書、設計、本

秘密情報、データその他の知的財産（総称して「設計等」

）を提供した場合、売主は、設計等ならびにそのすべての

改良、変更、二次的著作物および知的財産権の所有が現在

および将来にわたり、単独かつ独占的に買主に帰属するこ

とを認める。売主は、設計等に関するすべての改良、変更



、二次的著作物および知的財産権を買主またはその指定す

る者に譲渡し、売主グループにも譲渡させる。また、本注

文書に技術開発のための有償サービスが含まれる場合（他

の現物支払いを含む。）、売主は、その開発に関連するす

べての知的財産権および資料を買主またはその指定する者

に譲渡および交付し、売主グループにも譲渡および交付さ

せることに同意する。「買主の知的財産」とは、（i）売主

が本注文書に基づく義務の発生前に所有していたか、それ

とは関係なく開発したものを除き、本注文書に基づくすべ

ての物品・サービスにかかわる知的財産、（ii）直接である

か間接であるかを問わず、または単独であるか第三者との

共同であるかを問わず、売主が本注文書の履行に関連して

、またはこれに基づき、考案、創出または開発した知的財

産、ならびに（iii）その他買主またはその関連会社の機器

、資金、支給品、施設、材料または本秘密情報を使用して

売主が行った創作および発明をいう。買主は売主に対し、

売主に提供されたか、売主が入手した買主の知的財産およ

び本秘密情報であって、本注文書の履行のためにのみ必要

なものを使用するための非独占的、譲渡不能かつ取消可能

なライセンスを付与する。売主は、他の目的のために買主

の知的財産または本秘密情報を使用したり、開示したり、

複製したりしてはならない。売主は、買主の知的財産にか

かわる権利の登録を申請しないこと、および買主または買

主が指定した第三者によるその登録申請に対し、一切の反

対または異議申立てを行わないことに同意する。 

 



5. 現場活動 

5.1 本注文書に基づく業務の一部が売主グループの構成員

により、買主、買主の関連会社または買主もしくは買主の

関連会社の顧客が所有、経営または運営する拠点（それぞ

れを「サイト」という。）において、またはその付近で、

連続 10 暦日を超えて、または 1 四半期中に延べ 14 日を超

えて遂行されるか、売主グループの構成員による買主、買

主の関連会社またはそれらの顧客のネットワークへのアク

セスを伴う場合、売主は、売主グループの構成員を配置す

るか、売主グループの構成員にアクセスを付与する前に、

法令等により認められる範囲において、かつ、関連する要

員から必要または適切な承諾を書面で確保した後に、自己

の費用負担で当該要員の本人確認を実施することにつき、

表明し、保証する。それには、

https://www.bakerhughes.com/suppliers にあるウォッチ

リスト審査および経歴調査に関するガイドライン（

Background Checking Guidelines）（英語のみ）に従い、

当該要員のウォッチリストおよび経歴の審査を実施するこ

とが含まれる。また、買主から求められた場合、売主は、

当該要員が自身または他の者に損害を及ぼす過度の危険性

なく、その職務を安全に遂行するために適任であることを

合理的に保証するため、法令等に従い、当該要員に健康診

断、身体的敏捷性の検査または薬物およびアルコールの検

査（総称して「職務適性」要件）を受けさせるものとする

。 

5.2 売主グループの構成員がサイトにおいて、またはその

付近で、本注文書に基づく業務の一部を遂行した場合、既

存の状態（状態が明らかか、隠れているかを問わない。）

、船舶（単数・複数を問わない。）の不耐航性、素材の不

備、機器の欠陥もしくは故障、（明示・黙示の）表明もし

くは保証の違反、非常に危険な作業、厳格責任、不法行為

、契約違反、（法定その他の）義務違反、安全規格もしく

は安全規制の違反、いずれかの者もしくは当事者（補償対

象当事者を含む。）の過失、重過失もしくは故意（単独過

失、共同過失または競合過失か、積極的または消極的な過

失かを問わない。）またはその他の法的責任の理論などの

帰責事由または原因にかかわらず（「本件帰責事由・原因

にかかわらず」）、売主は、（a）売主グループの構成員の

傷害もしくは死亡、（b）売主グループの構成員の財産への

損害または（c）売主もしくは売主グループの他の構成員が

所有もしくは支配する機器、土地建物もしくは財産に起因

する環境関連の請求（その性質を問わない。）から生じる

可能性のある、一切の法令上の訴訟、裁判または手続およ

び一切の請求、要求、損失、判決、罰金、違約金、損害賠

償、費用または賠償責任（「本請求」）につき、買主、買

https://www.bakerhughes.com/suppliers
https://www.bakerhughes.com/suppliers


主の関連会社、買主または買主の関連会社の顧客ならびに

買主および買主の関連会社の取締役、役員、従業員、代理

人、代表者、承継人および譲受人を防御し、補償し、免責

し、損害を与えない。 

 



6. 変更 

6.1 買主は、本注文書の一般的な範囲において本注文書を

随時変更することができる。売主は、買主から本注文書改

訂版において当該変更を書面で通知されない限り、かつこ

れを通知されるまで、当該変更を実施してはならない。変

更により、本注文書に基づく作業の遂行に必要な費用また

は時間が大幅に増加または減少する場合、公正な調整につ

いて書面で合意したうえで、本注文書の価格または納期に

反映する。本項に基づき売主が調整を請求する場合、売主

が変更通知または停止通知を受領してから 30 暦日以内にそ

の主張を行なわない限り、権利を放棄したものとみなされ

、変更を直接の原因として必然的に生じる合理的な直接費

用（文書で証明されるものに限る。）のみが対象に含まれ

る。本注文書に相反する記載があったとしても、買主は、

本件帰責事由・原因にかかわらず、いかなる場合でも売主

の逸失利益、間接損害、特別損害、懲罰的損害または派生

的損害につき、一切の責任を負わない。 

6.2 売主は、（a）物品・サービスまたはそれらの仕様もし

くは構成の変更、（b）重要な工程変更、（c）工場設備も

しくは機器・工具の重要な変更もしくは移動、（d）本条項

に基づく作業の他の拠点への移転、または（e）本注文書に

関連する物品・サービスの調達の重要な変更のすべてにつ

き、書面で事前に買主に通知する。買主が当該変更による

物品・サービスへの影響を判断するために必要な監査、調

査または試験を実施する機会を得て、当該変更を書面で承

認するまで、売主は、当該変更を行ってはならない。売主

は、すべての変更に関するしかるべき文書の入手、記入お

よび提出につき責任を負い、これには、買主が発行した書

面による変更手続を遵守することが含まれる。 

 



7. 品質および監査 

7.1 検査・試験・監査 売主の作業品質、売主による買主の

仕様書への準拠状況ならびに売主による法令等および本注

文書の条件の遵守状況を評価するため、買主による合理的

な通知をもって、（a）買主、買主の関連会社または買主も

しくは買主の関連会社の関連顧客もしくは担当者（それぞ

れを「検査担当者」という。）は、時期および場所（売主

または売主の下請業者の敷地であるか、他の場所であるか

にかかわらず、物品・サービスが製造または履行される場

所が含まれる。）を問わず、本条項に基づき購入される物

品・サービスに何らかの関連があるすべての物品、材料、

図面およびサービスの検査および試験を実施することがで

き、（b）検査担当者は、本注文書に関連する売主の帳簿お

よび記録の検査および監査を実施することができる。売主

は、追加料金なしで、（i）検査担当者の安全および便宜を

図るためにあらゆる合理的なアクセスおよび支援を提供し

、（ii）検査担当者が売主グループの敷地内に滞在する間、

検査担当者の安全を図るためにあらゆる必要な予防措置を

講じ、適切な安全手続を実施する（安全上の懸念により検

査担当者から要請があった場合にすべての業務を直ちに停

止することが含まれる）。現地の状況により、当該敷地に

おける検査担当者の安全、健康または保安が危険にさらさ

れる可能性がある場合、買主、買主の関連会社または買主

もしくは買主の関連会社の関連顧客は、費用および賠償責

任を負うことなく、その要員の全員または一部を当該敷地

から移動させることができる。検査担当者による試験、検

査または立会の特定事項が本注文書に記載されている場合

（図面の承認など）、正当な権限を有する検査担当者が試

験・検査・立会の事項を承諾するか、書面により免除しな

い限り、物品を出荷したりサービスを履行したりしてはな

らない。ただし、買主は、不当に出荷またはサービス提供

を遅らせることはできないものとする。売主は、最終的（

および該当する場合は中間的）な試験・検査・立会の事項

の各実施予定日の 30 暦日前までに、買主に書面で通知する

。検査担当者が検査または承認を行うか、試験・検査・立

会の事項または監査により瑕疵の検査、受入れ、拒絶また

は発見を行わなかったとしても、売主は、本注文書の定め

に適合しなかった物品・サービスにつき免責されず、買主

またはその関連会社は、賠償責任を負わない。 

7.2 品質 売主は、買主が承諾することができ、かつ、本注

文書の文面に記載されているか、別途書面で合意した買主

の品質ポリシーその他の品質に関する要件に適合している

検査・試験・工程管理システム（「売主の品質システム」

）を構築し、維持する。買主が売主の品質システムを承諾

しても、本注文書に基づく売主の義務および責任は、変更



されない。売主は、売主の品質システムおよび関連データ

に関する完全な記録を維持し、（a）本注文書の履行完了後

10 年間、（b）本注文書に適用される仕様書に記載された

期間または（c）法令等、規制、規格または会計規則により

求められる期間のうち、最も長い期間にわたり、当該記録

を買主の閲覧に供する。 

7.3 製品リコール (a) 法令等、政府機関もしくは管轄権を有

する裁判所によりリコールが求められる場合、または物品

に安全上の問題もしくは危険性があると思われ、その結果

リコールが望ましいと買主もしくは売主が合理的に判断し

た場合、両当事者は、速やかに互いにその旨を連絡する。

法令等または所管の政府機関が許容する限度において、買

主は、問題の物品の自主的リコールが正当または適切であ

るかを判断する権利を有する。売主と買主は、是正措置ま

たは届出について互いに協力し、互いを支援する。 

(b) リコールの原因が売主の責に帰すべき瑕疵、不適合ま

たは不遵守にあると判断された限りにおいて、売主は、リ

コール、修理、交換または返金プログラムに伴い発生する

合理的な費用および経費すべてを買主に支払い、損害を与

えないものとする。これらの費用には、(i) 問題の物品の調

査または検査、(ii) 買主の顧客への通知、(iii) リコール物品

の修理または物品の修理が非現実的もしくは不可能な場合

はリコール物品の買戻しもしくは交換、(iv) リコール物品

の梱包および輸送、ならびに(v) マスコミ発表に関するすべ

ての費用が含まれる。 

7.4 不適合品 (a) 「不適合品」とは、買主が受領した不適合

の物品・サービスのうち、買主の施設を離れる前に不適合

が検知されなかったものをいう。不適合品は、売主が不適

合の物品を納入した結果であると買主が判断する場合、そ

れぞれの不適合品につき、不適合の物品の事務処理にかか

る費用および経費に充てるため、売主は、予定損害賠償金

として 1,500 米ドル（または買主が売主に支払いを行う通

貨における同等の金額）と評価され、買主にこれを支払う

義務を負う。買主は、かかる請求額を売主に対する支払額

に充当することができる。売主は、不適合の物品の納入に

よりかかる事務処理費用が発生していないか、買主に実際

に発生した事務処理費用が評価額より大幅に少なかったこ

とを買主に証明する権利を有する。 

(b) 買主は、かかる評価額に加えて損害賠償（実損害、付

随的損害または派生的損害の賠償、その他適用法令または

本注文書に基づき買主が法的に受けられる損害賠償を含む

。）を請求し、代替品の費用など他の救済措置を求める権

利を放棄せず、かかる権利を具体的に留保する。 



 



8. 拒絶 

本注文書に基づき供給された物品・サービスにつき、その

納品後合理的な期間内に、瑕疵その他本注文書の定め（関

連図面および仕様書を含む。）への不適合があると判明し

た場合（当該瑕疵または不適合が売主または下請業者の提

供範囲に関連するか否かを問わない。）、買主は、自らの

裁量で、売主の費用負担により、当該物品・サービスの全

部または一部を拒絶し、返品することができ、また、法令

に基づき得ることができる他の救済（下記第 9.3 条に定め

る救済を含むが、これらに限定されない。）を受けること

ができる。修理または交換の場合、売主は、自らの単独の

費用負担により、本注文書に適合することを確認するため

に買主が合理的に要請する検査を実施する。 

 



9. 保証 

9.1 売主は、売主またはその下請業者のいずれにより提供

されるかにかかわらず、本注文書に基づき提供されるすべ

ての物品・サービスにつき、（a）新規で商品性を有するこ

と、（b）設計、仕上り、材料または権原の瑕疵が一切なく

、留置権・先取特権または担保権が主張された場合には、

売主がその単独の費用負担により当該主張から 15 暦日以内

にそれらを抹消させること（ただし、当該留置権・先取特

権が本注文書に基づく争いのない金額を買主が支払わなか

ったことに起因していないことを条件とする。）、（c）す

べての要件、規制、規格、基準、仕様書その他買主が承認

または提示した定めを厳守して提供されること、（d）売主

の業界の最高基準およびベスト・プラクティスに従い、適

切かつ専門的な方法で提供・履行されること、ならびに（e

）いかなる知的財産権をも侵害せず、コピーレフトの類い

のライセンスを含まないことを保証する。 

9.2 上記保証は、（a）物品が最初に使用に供された日から

24 カ月または（b）物品の引渡しもしくはサービスの履行

から 48 カ月に、物品・サービスの不適合による遅延など、

売主の行為に起因する遅延期間を加えた期間のうち、いず

れか遅い方の期間まで、適用される。 

9.3 保証期間中に、物品・サービスに瑕疵その他本条に定

める保証への不適合が発見された場合、買主は、法令に基

づき得ることができる他の権利、救済および選択に加え、

かつ、当該瑕疵または不適合に起因するすべての損害およ

び費用の回復を求めることに加え、自らの裁量および売主

の費用負担により、（a）売主に対し、不適合の物品・サー

ビスにつき、検査、撤去、再設置、発送および修理または

本注文書のすべての定めに適合する物品との交換もしくは

本注文書のすべての定めに適合するサービスによる再履行

を求めるか、（b）すべての瑕疵を是正するか、当該物品・

サービスを本注文書のすべての要件に適合させるために必

要な措置を講じるか（この場合、材料費、人件費、手数料

および付加価値機械加工その他のサービスの再履行に要す

る費用など、すべての関連費用その他の合理的な料金は、

売主が負担する。）、（c）当該物品・サービスの全部また

は一部を拒絶し、返品するか、（d）全額または一部の支払

を留保することができる。修理・交換された物品もしくは

その部品または再履行されたサービスには、上記と同一の

条件の保証が適用され、その保証期間は、当初の保証の残

余期間または修理・交換後 24 カ月のうちの長い方とする。 

 





10. 停止 

買主は、売主に通知することにより、本注文書の全部また

は一部の履行を何時でも停止させることができる。売主は

、通知を受けた場合、指示された範囲内で速やかに作業を

停止し、仕掛品および材料すべてを適切に保護する。買主

は、停止中の作業の全部または一部について、書面の通知

により何時でも停止を撤回することができる。売主は、指

示された撤回の効力発生日から真摯に履行を再開する。停

止に起因する費用または時間に関する請求については、第

6 条に従って解決する。 

 



11. 解除 

11.1 自己都合による解除 買主は、10 日前までに売主に書

面で通知することにより、正当な事由なくとも本注文書の

全部または一部を解除することができる。本注文書が解除

された場合（売主の支払不能または本注文書の不遵守を含

む不履行による場合を除く。）、買主と売主は、第 6 条に

基づき認められる費用に合致し、かつ、買主の売主に対す

る解除通知から 30 暦日以内（両当事者が解除の日程につき

書面で合意している場合を除く。）に売主が指定する、合

理的な解除費用につき協議する。買主は、納品リードタイ

ムが 60 暦日以上のすべての本注文書につき、売主による本

注文書の最終的な承諾から 14 暦日以内に書面で通知するこ

とにより、無償で解除する権利を有する。 

11.2 不履行による解除 売主またはその下請業者の支配を超

え、かつ、その過誤または過失を伴わない理由による遅延

（60 暦日間以下とする。）を除き、売主が（a）指定され

た期間内または買主が書面で認めた延長期間内に履行しな

いか、（b）作業の進展を怠り、本注文書の定めに基づくそ

の履行を危うくしていると買主が合理的に判断するか、（c

）本注文書の定めを遵守しなかった場合、買主は、賠償責

任を負うことなく、不履行を書面で通知することにより、

本注文書の全部または一部を解除することができる。当該

解除は、売主が不履行の通知を受領してから 10 暦日以内に

不履行を是正しなかった場合に効力を生じ、当該不履行が

是正不可能な場合は直ちに効力を生じる。本注文書が解除

された場合、買主は、解除の対象となったものと同等の物

品・サービスを、売主の費用で、自らが適切と判断する条

件に基づき、調達することができる。売主は、本注文書の

解除されていない部分の履行を継続し、当該同等の物品・

サービスにかかわる超過費用につき、買主に対する賠償責

任を負う。買主は、代替的救済として、不履行による解除

に代わり、その単独の裁量で、納期の延期または売主の履

行における他の瑕疵に対する権利放棄を選択することがで

きる。本項における買主の権利および救済は、法令または

本注文書に基づく他の権利および救済に追加されるものと

する。 

11.3 支払不能・遅延長期化による解除 売主が通常の営業過

程において業務を停止するか、履行期限が到来した義務を

履行しなかった場合、または売主が倒産もしくは支払不能

に関する法令等に基づく手続を申し立てるか、売主が当該

手続の対象となるか、売主につき保全管理人が選任もしく

は申請されるか、債権者のための譲渡が実施されるか、免

責される遅延の期間（もしくは複数の免責される遅延の期

間の合計）が 60 暦日を超えた場合、買主は、準拠法で認め

られる最大限において、賠償責任を負うことなく、直ちに



本注文書を解除することができる。ただし、解除後の合理

的期間内に完了し、納品され、受け入れられた物品・サー

ビスについては、この限りでない（これらについては本注

文書の価格で支払いが行われるものとする。）。 

11.4 解除に伴う義務 買主からの別段の指示がない限り、本

注文書の解除通知を受領した後、売主は、直ちに（a）当該

通知の指示に従い作業を停止し、（b）本注文書の継続部分

を完了するために必要なものを除き、下請契約または注文

をそれ以後行わず、（c）解除された作業に関連するすべて

の下請契約を解除し、かつ（d）すべての完了済み成果物、

進行中成果物（当該作業に必要であるか、これに関連して

作成されたすべての設計図、図面、仕様書その他の文書お

よび資料が含まれる。）ならびに第 16 条に定義する買主の

本秘密情報のすべてを買主に引き渡す。 

 



12. 補償および保険 

12.1 補償 売主は、本件帰責事由・原因にかかわらず、本注

文書に起因する一切の本請求および賠償責任につき、買主

および買主の関連会社を防御し、補償し、免責し、損害を

与えないようにする。ただし、第 5.2 条に定める場合を除

き、買主の重過失に起因する請求および賠償責任について

は、この限りではない。 

12.2 保険 本注文書の有効期間中および本条項に基づく売主

の保証期間が満了するまでの期間、売主の補償および契約

義務を支援するものとして、売主は、自らの費用負担によ

り、物品が製造・販売され、サービスが履行される法域に

おいて免許を付与された定評ある第一次保険の保険会社を

通じ、本注文書に基づく売主の義務を保障するか、法令等

により求められる十分な保険を付保し、維持する。これに

は、必要に応じ（相当する現地通貨額で）、次が含まれる

。 

(a）総合賠償責任保険（1 事故あたり 300 万米ドル、年間

総額で 500 万米ドル）であって、（i）本注文書により負う

賠償責任を保障する契約責任の補償を含む人身傷害および

財産損害、（ii）製造物責任・完成作業賠償責任、（iii）突

発的・偶発的汚染賠償責任（1 事故あたり 250 万米ドル、

販売された物品が海底に設置される場合は 1 事故あたり

1,000 万米ドル）ならびに（iv）該当する場合は（A）請負

業者賠償責任、（B）建物の倒壊または構造物の損害、（C

）地下設備の損害および（D）海上賠償責任のすべての補

償を対象とするもの 

（b）本注文書に関連して売主が所有、レンタルまたはリー

スするすべての財産の交換費用の全額および売主が管理・

保管・支配する買主またはその顧客もしくは関連会社の財

産への損害を対象とするオールリスク型の財産保険（買主

を「保険金受取人」とする。） 

（c）本注文書の履行に使用されるすべての社有車、雇上車

および非社有車を対象とする自動車損害賠償責任保険（1

事故あたり 200 万米ドル、年間総額が 500 万米ドル） 

（d）労働者災害補償保険および使用者賠償責任保険（法令

等により求められる額または 1 事故あたり 250 万米ドルお

よび年間総額 500 万米ドルのうち高い方） 

（e）専門職業賠償責任保険（1 件の請求あたり 300 万米ド

ル、年間総額が 500 万米ドル） 

（f）補償額が最低でも本注文書に関連して輸送される各積

荷の価額に相当する額であるオールリスク型海上・陸上輸

送保険、ならびに 



（g）本注文書の対象範囲に基づき買主が合理的に求め、売

主が商業的に入手可能な他の保険。 

（a）、（c）および（d）で求められる限度額は、第一次

保険と企業包括賠償責任保険または超過損害賠償責任保険

の組み合わせとすることができる。本注文書の有効期間中

に重大な変更、解約または失効が生じる場合、売主は買主

に対し、30 日前までに書面で通知する。本注文書の範囲を

対象とする売主のすべての保険は、第一次保険とし、買主

を受益者とする代位請求権の放棄について裏書がなされ、

買主を追加被保険者とする。売主は、買主の要請があった

場合、必要最低限の保険が有効である旨を証する保険証明

書および買主の合理的な要請に応じて保険証券の写しを買

主に提出する。保険証明書には、求められている追加被保

険者の指定、代位請求権の放棄または保険金受取人指定を

証する裏書の写しを添付する。買主は、当該保険証明書を

検査したり、売主の保険契約が本条項を遵守していない場

合に売主に助言を与えたりする義務を負わない。買主が定

められた補償内容を遵守していない証明書を受け入れた場

合でも、保険に関する要求事項を放棄したと一切みなされ

るものではない。 

 



13. 譲渡および再委託 

売主は、買主の書面による事前の同意なしに、本注文書ま

たは本条項に基づく権利（支払いを含む。）を譲渡または

移転（所有権または支配権の変更、法令等の運用その他に

よる場合を含む。）してはならない。売主は、買主の書面

による事前の同意なしに、本注文書に基づき求められる作

業の全部または重要な部分の履行を委託したり、代行させ

たりしてはならない。売主の譲受人または移転後の当事者

は、本注文書の条件に拘束される。売主は、買主の書面に

よる事前の承諾なしに、本注文書に基づき求められる作業

を買主に対し、または買主を代理して提供するにあたり、

公務員と接触する可能性がある下請業者を使用してはなら

ない。買主は、本注文書を第三者または関連会社に自由に

譲渡することができる。 

 

14. 適正な取引慣行 

本注文書の本質的要素として、売主は、揺るぎないインテ

グリティを実現すること、および買主の「サプライヤー、

請負業者およびコンサルタント向けインテグリティガイド

」（「本ガイド」）を遵守した方法で行為することを表明

し、保証し、証明し、約束する（総称して「約束等する」

）。なお、本ガイドの写しは、売主に交付されており、

https://www.bakerhughes.com/suppliers において、複数

の言語で提供されている。売主は、本ガイドを注意深く閲

覧したことを明示的に確認し、売主および売主グループの

他の構成員が本ガイドを遵守するよう徹底するために必要

なあらゆる措置を講じる責任を引き続き単独で負う。売主

は、不適切または違法な支払いおよび贈答品・謝礼に関す

るあらゆる法令等（不正競争防止法、米国海外腐敗行為防

止法および英国贈収賄防止法など）を遵守した方法で行為

するものとし、本注文書に関連し、違法または不適切に決

定を促したり、取引を獲得・維持したりすることを目的と

して、いかなる者に対しても、直接・間接を問わず、金銭

または経済的価値のあるものの支払い、支払いの約束また

は支払いの承認を一切行なわないことに同意する。 

 

https://www.bakerhughes.com/suppliers
https://www.bakerhughes.com/suppliers


15. 法令遵守 

15.1 一般事項 本注文書の重要な要素として、売主は、（a

）すべての法令等および（b）適正な業界慣行（類似の状況

下において、同種のサービスまたは製造に従事する適切な

売主に対して合理的に期待される程度の技能、注意、思慮

分別および洞察の発揮を含む。）を遵守することを約束等

する。売主は、本注文書の遵守につき、かつ、供給の範囲

に何らかの方法で関連し、当該国・地域で適用される設置

に関するすべての要件、規制その他の定め、規格および基

準を判断し、これらを遵守することに全責任を負う。売主

が国・地域で適用される設置に関する要件、規制その他の

定め、規格および基準を遵守しなかった場合、第 9 条の保

証違反とみなされる。 

15.2 環境、健康および安全 

(a) 一般事項 売主は、健康、安全および環境の保護に必要

かつ適切な措置および予防策を講じ（人身事故、物損事故

または環境への被害の予防を含む。）、売主グループの構

成員および本注文書に基づき求められる作業の履行におい

て使用する供給業者が本注文書第 15 条を確実に遵守するた

めの有効な要件を確立していることにつき、約束等する。 

(b) 物質の含有および表示 売主は、物品を構成するか、物

品に含まれているそれぞれの化学物質または有害物質（そ

のように定義されているか、適用法令等により健康安全ま

たは環境への潜在的影響から規制されている物質または材

料）が使用または輸送に適切であり、適用法令等に従い適

切に梱包、荷印、表示、文書化、輸送または登録されるこ

とにつき、約束等する。売主は、物品とともに、Baker 

Hughes またはその指定を受けた者に物品が引き渡される

場所の言語にて、安全な使用法に関する指示書、危険性に

関する連絡、安全な輸送・表示に関する情報、規制・遵守

・証明に関する文書および化学物質・化学混合物について

は既に用意があるすべての言語で安全データシート（

MSDS/SDS）を提供する。要請があった場合、売主は、物

品の化学組成その他物品に関する関連情報を提供する。こ

れには、売主の秘密の営業情報の合理的な保護を条件とし

て、試験データならびに安全な使用および危険性に関する

情報が含まれるが、これらに限定されない。前記にもかか

わらず、売主は、買主が書面で明示的に同意していない限

り、物品に(i) 砒素、アスベスト、ベンゼン、ベリリウム、

四塩化炭素、シアン化物、鉛・鉛化合物、カドミウム・カ

ドミウム化合物、六価クロム、水銀・水銀化合物、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、メチルクロロホル

ム、ポリ塩化ビフェニル（「PCB」）、多臭素化ビフェニ

ル（「PBB」）、ポリ臭素化ジフェニルエーテル（「



PBDE」）、ナノスケール材料、(ii) 化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律が規定する第一種特定化学物質、

(iii) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律、毒物及び劇物取締法、モントリオ

ール議定書、残留性有機汚染物質に関するストックホルム

条約、米有害物質規制法、欧州連合の特定物質使用禁止指

令および REACH 規則その他同等の化学物質規制により制

限その他禁止されている化学物質が含まれていないことに

つき、約束等する。 

(c) 廃棄物管理 売主は、本注文書に基づくサービスの履行

または物品の供給（サイトまたは売主グループの敷地で行

われる場合を含む。）において発生し、適用法令等により

有害または危険に分類される廃棄物について、単独で責任

（適用法令等に基づき当該廃棄物を管理する責任を含む。

）を負うことを約束等する。 

(d) 残存リスクサマリーおよび危険区域の特定 売主が買主

から直接提供されたもの以外の設計図（売主または下請業

者の設計図など）を使用する場合、次の定めが適用される

。 

(A) リスクアセスメント 売主は、ISO 標準 12100:2010

（機械類の安全性－設計の一般原則－リスクアセスメ

ントおよびリスク低減）および関連するガイドライン

に定める原則に従い安全性リスクアセスメントを実施

することにより、本注文書の一部として買主に供給さ

れるすべての物品（およびその一部）の安全性を審査

・評価すること、ならびに特定された安全措置を採用

することを約束等する。当該安全措置を実施したにも

かかわらず、一定のリスクが残存する場合（「残存リ

スク」）、当該リスクを明確に特定し、残存リスクサ

マリーにおいて適切かつ直ちに買主に通知し、本注文

書の一部として提供される関連マニュアルに記載する

。 

(B) 危険区域の特定 本注文書に基づき買主に提供され

る物品（またはその一部）が可燃性のガス、蒸気また

は液体を処理するか、その可能性がある場合、売主は

、IEC 標準 60079-10（「爆発性雰囲気で使用する電気

機械器具、第 10 部：危険区域の分類」）に基づき、可

燃性のガス、蒸気または液体のすべての潜在的漏洩源

、潜在的漏洩源ごとの可燃性のガス、蒸気または液体

の具体的種類ならびに当該状況の圧力、温度および頻

度を明確かつ適切に特定した危険区域分類報告書を買

主に提出する。危険区域分類報告書は、関連する物品

、材料、製品もしくは品目（またはその一部）の全ラ

イフサイクル（試運転、使用および保守など）を対象

とする。売主は、危険区域分類報告書に関する特定の



方法および要件を確認するために IEC 標準 60079-10 を

参照する。 

15.3 労働 売主は、適用ある場合、労働契約法、労働基準法

ならびに適用ある場合は米エネルギー再編成法第 211 条、

連邦規則集第 10 編第 50.7 条（従業員保護）および連邦規

則集第 29 編第 24.2 条（義務および禁止行為）または原子

力安全もしくは品質の懸念を報告するなどの「保護の対象

となる行為」に従事する従業員に対する差別を禁止する同

等の法令等を遵守することを約束等し、違反の申立て、提

訴の通知またはかかる申立てもしくは提訴に関する調査に

ついて、直ちに買主に連絡する。さらに、売主は、本注文

書に基づき供給される物品・サービスが、直接・間接を問

わず、（a）強制労働、年季奉公労働または囚人労働を使用

して、（b）16 歳未満または本注文書に基づく物品の製造

もしくはサービスの履行が行われる国の法令等で定められ

る最低就業年齢のいずれか高い方の年齢を下回る者による

労働を使用して、（c）最低賃金、労働時間・日数、時間外

労働その他現地の適用法令等により求められる労働者への

支払い時期、方法および金額に関する法令等に違反して、

（d）現地の適用法令等が定めた団体交渉を目的とする団体

の結成またはこれへの参加の是非につき自由に選択する労

働者の権利を侵害して、（e）労働者はその職務遂行能力に

基づき採用、賃金その他の雇用条件の適用を受けるべきで

あって、人種、出身国、性別、宗教、民族、障害、妊娠・

出産、年齢その他現地の適用法令等により差別が禁止され

ている属性などの個人的属性に基づき処遇されるべきでは

ないという原則（当該法令等により求められる積極的優遇

措置の遵守を妨げない。）に違反して、または（f）形式を

問わず、労働者に対し性的その他の嫌がらせ、強制または

抑圧（年齢、人種、出身国、宗教、障害、性別その他法令

等により差別が禁止されている属性を含む保護対象の属性

に基づく嫌がらせを含むが、これらに限定されない。）を

行って、製造されておらず、将来においてもそのように製

造されないことを約束等する。強制労働、囚人労働または

適用される最低就業年齢に満たない者の労働が本注文書に

関連して使用されていたと判断された場合、買主は、売主

に対して追加的な補償または賠償責任を負うことなく、直

ちに本注文書を解除する権利を有する。売主は、売主が労

働・雇用に関する適用法令等に違反したことに起因または

関連して、買主、買主の関連会社または買主もしくは買主

の関連会社の顧客に対して提起された訴訟、請求または手

続（売主がその従業員に支払うべき最低賃金、時間外賃金

その他の報酬・手当を支払わなかったことに起因または関

連する請求を含むが、これらに限定されない。）に関連す

る一切の費用につき、買主および買主の関連会社を補償し

、防御し、損害を与えないようにする。 



15.4 出入国管理および査証 売主は、労働許可、出入国管理

および査証に適宜適用されるすべての法令等を遵守し、関

連する事務手数料、料金または費用を適時に所管官庁に支

払うことを約束等する。売主は、本第 15.4 条に定める業務

を行うとともに、自主的かつ独自に、自己の能力および資

源に依拠し、買主からの支援または援助を受けることなく

、当該業務に関連して必要となるすべての行為を行うこと

を約束等する。買主が売主の要請を受けて自らの選択で、

本項に定める業務に関連して、売主に支援または援助を提

供した場合、売主は、法令等で認められる限りにおいて、

買主に対し、当該業務に関連する一切の賠償責任を免除し

、さらに当該業務に関連する買主または買主の関連会社の

作為または不作為に起因する一切の訴訟、裁判、手続、請

求、要求、損失、判決、罰金、損害賠償、費用または賠償

責任につき、買主および買主の関連会社ならびに買主また

は買主の関連会社の取締役、役員、従業員、代理人、代表

者、承継人および譲受人を補償し、損害を与えないように

する。売主は、第 13 条に基づき本条項に基づく業務を譲渡

または再委託した場合、すべての下請業者に本項を遵守さ

せる。 

15.5 反ダンピング 売主は、本条項に基づくすべての販売が

法令等、日本の関税定率法または物品の輸出先となる可能

性がある法域もしくは他の国におけるこれらに相当する法

令等（合衆国法律集第 19 編第 1671 条以下、欧州連合（

1995 年 12 月 22 日の理事会規則(EC) 384/96、1996 年 11

月 28 日の委員会決定 2277/96/ECSC）（その後の変更を

含む。）を含むが、これらに限定されない。）により反ダ

ンピング関税または相殺関税が課されない状況下において

なされることを約束等する。法令等で認められる最大限に

おいて、売主は、上記保証の違反に起因または関連する一

切の費用（賦課の可能性がある相殺関税および法令等で認

められる場合、賦課の可能性がある予備反ダンピング関税

を含む。）につき、買主を補償し、防御し、損害を与えな

いようにする。相殺関税または反ダンピング関税が課され

て買主がこれを売主から容易に回復できないとき、買主は

、本条項に基づき、売主に対するいかなる性質の賠償責任

も追加的に負うことなく、本注文書を解除することができ

る。貿易紛争に関連して、もしくは「免責条項」に基づく

措置における救済手段として、またはその他の理由により

、いずれかの法域が本注文書の対象である物品に対し、懲

罰的関税その他の追加的関税を課した場合、買主は、売主

に対して追加的な補償または賠償責任を負うことなく、直

ちに本注文書を解除する権利を有する。 

15.6 関税の払戻し 売主は、本注文書に関連する物品（その

構成部品を含む。）についての米国への登録輸入者である

場合、適切に署名された「引渡証明書」と題する関税申告



書様式 7552、「通関概要書」と題する関税申告書様式

7501 および売主の送り状の写しを含め、関税の払戻しに必

要なすべての文書を買主に提出する。 

15.7 輸出管理 本注文書および本条項に関連して買主が売主

に支給するすべての品目には、常に、日本、米国および EU

などの輸出管理に関する適用法令等が適用される。さらに

、売主は、売主またはその認められた譲受人（該当する場

合）が、直接・間接を問わず、買主が提供する品目、機器

、材料、サービス、技術データ、技術、ソフトウェアその

他の技術情報もしくは支援またはそれらの派生物品もしく

は派生製品を、本注文書で特定される荷受人（該当する場

合）以外に輸出または再輸出しないことに同意し、これを

保証する。ただし、輸出に関する法令等に従う場合は、こ

の限りでない。上記の義務は、他の契約義務の履行、終了

、解除または免除の後においても存続する。売主は、輸出

管理に関して適用される法令等または規制に基づき売主の

物品、材料または品目を輸出するために必要な輸出承認書

の写しを買主に提出する。機器または構成部品の売主が米

国に拠点を置く場合、その売主は、買主が指定する最終仕

向け国への再輸出に必要な承認書を適用される輸出管理規

制に従い、米国当局から取得する責任を負う。 

15.8 反社会的勢力 各当事者は、相手方当事者に対し、(i) 

自らが現在、反社会的勢力ではなく、過去に反社会的勢力

であったことがないこと、(ii) 反社会的勢力を利用しないこ

と、(iii) 取締役、執行役、執行役員その他実質的に経営に

関与する者が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力と社会

的に非難されるべき関係を有していないこと、ならびに(iv) 

主要な株主または出資者が反社会的勢力ではなく、反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

を表明し、保証する。本項において、「反社会的勢力」と

は、(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第

2 条第 2 号に定義される暴力団および暴力団員、(2) 「総会

屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知

能暴力集団」などの団体もしくは個人または (3) 東京都暴

力団排除条例第 2 条に定義される暴力団関係者および規制

対象者をいう。いずれかの当事者が自らにおいて本項の違

反を発見した場合、直ちに相手方当事者にその旨を通知す

る。いずれかの当事者が悪意で本項に違反した場合または

その合理的な疑いがある場合、相手方当事者は、通知その

他の手続を要せず、直ちに本注文書の全部または一部を解

除することができ、かかる解除により被る損害について、

違反当事者に補償を求めることができる。いずれかの当事

者が善意で本項に違反した場合、相手方当事者による違反

の発見または相手方当事者からの通知から合理的な期間内

に違反当事者が適切な措置を講じない限り、相手方当事者

は、通知その他の手続を要せず、直ちに本注文書の全部ま



たは一部を解除することができ、かかる解除により被る損

害について、違反当事者に補償を求めることができる。い

ずれかの当事者が本項に基づき本注文書を解除した場合、

解除当事者は、かかる解除により生じる損害の賠償責任を

負うことはない。 

 





16. 秘密保持および公表 

「本秘密情報」とは、本注文書に関連して売主グループに

提供されたか、売主グループが入手した、買主または買主

の関連会社の財産（図面、仕様書、データ、物品または情

報を含む。）およびこれらから派生する情報をいう。本秘

密情報には、本注文書の条件も含まれる。本注文書の有効

期間中および本注文書の終了後 10 年間ならびに営業秘密で

ある本秘密情報が営業秘密であり続ける限り、売主グルー

プは、(a) 本注文書の履行のためにのみ当該情報を使用し、

(b) 本秘密情報の開示を防止するために最低でも合理的な

注意をもって本秘密情報を保護し、(c) 本注文書に違反して

本秘密情報が開示された場合に速やかに買主に通知し、(d) 

本秘密情報の複製は、本注文書の履行に必要な範囲に限定

し、許可された写しにはすべて「Baker Hughes 秘密－の

許可を得ていない使用、開示、複製および配布を禁ずる」

との表示を付し、(e) 本注文書の終了または買主の要請があ

った場合は、すべての本秘密情報およびその写し（本注文

書の条件は除く。）の使用を中止し、速やかに返却または

破棄する。売主グループは、売主のバックアップ方針に従

い、システムバックアップ用媒体に含まれる本秘密情報す

べてを破棄することができる。売主は、知る必要があり、

文書により少なくとも本注文書と同等の秘密保持義務およ

び使用制限の拘束を受ける売主の従業員に本秘密情報を開

示することができる。また売主は、法的義務を遵守するた

めに本秘密情報を開示することができる。ただし、事前に

その開示義務について買主に速やかに通知し、買主が適切

な保護命令を求めることができるようにする。本秘密情報

には、（a）売主グループの開示によらずに、一般に入手可

能であるか、入手可能となったこと、（b）売主グループへ

の開示前に、秘密保持義務を負うことなく売主グループが

入手可能であったこと、（c）買主もしくは買主の関連会社

以外の情報源から、秘密保持義務を負うことなく売主グル

ープが入手可能であるか、入手可能となったこと、または

（d）売主が本秘密情報を参照せずに独自に開発したことが

、証拠文書により証明できる情報は、含まれない。本注文

前の交渉に関する秘密保持契約（「NDA」）が締結されて

いた場合、本注文書の秘密保持義務の条件は、従前の NDA

に基づき開示されたすべての本秘密情報につき、従前の

NDA の条件に優先する。法令等により求められる場合を除

き、売主または売主グループは、本注文書または関連文書

の存在またはその条件に関する情報を開示してはならず、

買主または買主の関連会社の正当な権限を有する代表者の

書面による事前の承諾がない限り、買主または買主の関連

会社の名称、ロゴ、商標または写真を広告、マーケティン



グ、広報または同様の出版物に使用してはならず、言及し

てはならない。 

 

17. 知的財産に関する補償 

売主は、本注文書に基づき提供される物品・サービス（も

しくはその一部）または物品・サービスの使用に関して特

許、著作権、商標、営業秘密その他の知的財産または知的

財産権の侵害の事実またはそのおそれが生じた場合、これ

に起因する訴訟、請求もしくは手続（およびそれらに関連

する一切の費用）またはこれに基づく訴訟につき、買主お

よび買主の関連会社ならびにそれらの顧客、従業員、役員

、取締役、代表者および代理人を補償し、防御し、損害を

与えないようにする。当該訴訟、請求または手続の和解に

は、買主の同意を必要とする。物品・サービスの使用に対

する差止命令が出された場合、売主は、自己の費用負担お

よび買主の選択により、当該物品・サービスの使用を継続

する権利を買主のために取得するか、これらを権利侵害を

構成しない同等のものと交換する。 

 



18. サプライチェーンの安全確保 

売主は、一次下請以降の供給業者を含め、安全対策につい

て、書面による安全計画（「安全計画」）を実施し、維持

する。買主の要請があった場合、売主は、（a）書面による

安全計画を維持し、当該計画に従い適切な手続を実施した

ことを書面で買主に証明し、(b）売主の施設、要員および

出荷物の安全措置の担当者を指定し、その担当者の氏名、

肩書、住所、電子メールアドレスおよび電話・ファックス

番号を買主に通知し、（c）買主から売主への事前通知をも

って、売主は、適用される安全勧告または安全要件および

売主の安全計画を売主が遵守しているかの確認のために売

主の通常営業時間中に買主の担当者が売主の施設を検査す

ることを認める。各当事者は、当該検査および確認に関連

する自己の費用を負担する。売主の安全計画の策定および

実施に伴う他のすべての費用は、売主が負担する。売主は

、本注文書に基づき供給される物品が実行可能なバイナリ

ーコードを含む場合、当該物品すべてが

https://www.bakerhughes.com/suppliers にある「製品の

サイバーセキュリティに関する付属文書（Product Cyber 

Security Appendix ）」（英語のみ）の条件を遵守すること

に同意する。 

 

19. 梱包、保管および荷印 

売主は、その梱包、保管および荷印が本注文書に適用され

る仕様図および仕様書に準拠するようにし、そのような指

定がない場合には、商業的に最も妥当とされる慣習および

最低でも法令等に準拠するようにする。売主は、すべての

荷印を目立つ場所に、その品目またはコンテナの性質上可

能な限り明瞭かつ消えないように恒久的な方法で付す。す

べての物品は、物品の性質にしかるべき考慮を払い、輸送

中、物品を毀損から保護し、その他物品が仕向地に到着す

るまでその完全性を保証するために適切な梱包材を用いて

、適切な方法で梱包する。物品の寸法または重量により梱

包が不可能な物品は、適切なコンテナ、パレットまたは安

全な持上げおよび荷下しが可能な太さのクロスバーに積み

込む。 

https://www.bakerhughes.com/suppliers
https://www.bakerhughes.com/suppliers


20. 準拠法 

本注文書は、抵触法に関する規定を除き、すべての面にお

いて日本法に準拠し、これに従って解釈される。 

 

21. 紛争解決 

本注文書に起因または関連して生じる紛争（本注文書の存

在、解釈、有効性または解除に関する疑義を含む。）につ

いては、本第 21 条に従って解決する。 

（a）紛争総額が 10 万米ドルまたは現地通貨相当額未満の

場合、国際紛争解決センター（ICDR）の国際紛争解決手続

（その時点で有効な「メーカーまたはサプライヤー間の紛

争に関する ICDR オンライン・プロトコル」による修正を

含む。）に従い、ICDR が実施する手続によって決定する

。（国際紛争解決手続およびメーカーまたはサプライヤー

間の紛争に関する ICDR オンライン・プロトコルについて

は http://www.icdr.org を参照。） 

（b）紛争の総額が 10 万米ドルまたは現地通貨相当額以上

の場合、両当事者は、国際商業会議所（ICC）の調停規則

に基づく和解手続に付すことに合意する。ただし、いずれ

の当事者も、いつでも保護を目的とした暫定的な緊急措置

または保全措置を求める権利が損なわれることはないもの

とする。調停を申請してから 60 日以内または両当事者が書

面で合意するその他の期間内に、紛争が調停規則に従って

解決されない場合、当該紛争は、ICC の仲裁規則に従い、

同規則に基づき選任された 1 名以上の仲裁人によって最終

的に解決される。いずれかの当事者が緊急仲裁人の選任を

求めた場合、ICC の規則に従い、60 日の期間が短縮される

。調停地および仲裁地は、日本国東京とする。調停および

仲裁は、英語によるものとする。 

 

http://www.icdr.org/
http://www.icdr.org/


22. 権利の放棄 

本注文書の違反に起因する請求または権利は、対価を伴い

、被害を受けた当事者が署名した書面でなされた権利放棄

または免責によらない限り、その全部または一部を消滅さ

せることはできない。いずれかの当事者が本条項のいずれ

かの定めの執行を求めなかったとしても、爾後当該定めの

執行を求める権利を放棄したとは解釈されない。 

 

23. 電子商取引 

適用法令等が認める最大限において、契約の成立その他す

べての目的のために両当事者間で送付される各電子メッセ

ージは、a）「書面」によるものであり、b）「署名済み」

であり、かつ、c）通常の営業過程で作成保管される電子フ

ァイルまたは電子的記録から印刷された場合には業務上の

記録の原本とみなされる。両当事者は、いかなる根拠でも

、当該電子メッセージの執行可能性に異議を唱える権利を

明示的に放棄する。当該電子メッセージに氏名その他の識

別名を記載する当事者は、その行為により、当該メッセー

ジに対してその者が署名をすることを意図とする。 

 

24. 個人情報の保護 

売主は、本条項に定義する秘密情報、または「プライバシ

ーおよびデータ保護に関する付属書類（Privacy and Data 

Protection Appendix）」

（https://www.bakerhughes.com/suppliers にて提供、英

語のみ）にて定義する Baker Hughes 秘密情報、Baker 

Hughes 機密性の高い秘密情報 、もしくは本条項に定義す

る Baker Hughes情報システムにアクセスできる場合、前記

の「プライバシーおよびデータ保護に関する付属書類」に

定める組織的、技術的および物理的なコントロール及びそ

の他の保護措置を守ることに同意する。

 

https://www.bakerhughes.com/suppliers


25. 完全な合意 

本注文書は、本条項の主題に関する両当事者の合意の完全

、排他的かつ最終的な表明であり、両当事者間の書面によ

る明示的な合意が別途ない限り、書面・口頭を問わず、両

当事者間で以前に締結されたすべての合意に優先する。本

注文書は、1 部以上の正本により締結することができ、す

べての目的においてその各々が原本とみなされ、そのすべ

てが同一の証書を構成する。受諾または黙認した当事者が

履行および異議申し立ての機会を認識している場合でも、

過去の取引の経過および取引慣習は、本注文書の意味の判

断には無関係とする。本注文書またはその一部の上記条項

のいずれかが、全部・一部を問わず、無効とされた場合で

も、当該条項もしくは本文の残余部分または本注文書の他

の条項もしくは本文には影響を及ぼさず、それらは、引き

続き完全に効力を有する。また両当事者は、全部または一

部が無効とされた当該条項に買主と売主の当初の意図を最

も反映する適法な解釈を与えることにつき合意する。本注

文書に含まれるすべての条項または義務のうち、その性質

または効果から、本注文書の解除または満了後もその遵守

、維持または履行が求められるか、意図されるものは存続

し、両当事者、その承継人（合併による承継人を含むが、

これに限定されない。）および認められた譲受人のために

これらを拘束する。当該条項には、第 4 条、第 5 条、第 8

条、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第

16 条、第 17 条、第 20 条、第 21 条および第 24 条が含ま

れるが、これらに限定されない。 

26. 言語 

本注文書に関連する連絡はすべて、日本語または英語で行

われる。本注文書に基づくいかなる通知、修正、合意、承

諾、承認または権利放棄も、書面で行われなければならな

い。英語版と日本語版との間に何らかの矛盾または齟齬が

あるときは、日本語版が常に優先する。 



付属書類 A 

会社名：____________________ 

住所：__________________________ 

電話番号：_________________ 

日付：____________ 

 

申告書 

関係者各位 

送り状番号____________の物品の出荷 

下記に署名する者__________________は、

__________________に本店を有する会社である

_____________________________における

_____________________________として、ここに、送り状記

載の下記の物品が、 

 

__________________ 

__________________ 

 

EU 規制の理事会規則 No.428/2009 第 3 条（その後の変更

および補足を含む。）に言及される二重用途品および技術

の一覧に掲載されておらず、その全部または一部が直接ま

たは間接的にも軍用ではなく、兵器の構成部品または軍事

利用の器具・補給品として当初設計されたものではなく、

適切な国際機関が軍事的禁輸措置を決定した禁輸対象国へ

の輸出を意図しておらず、EU 外の買主に対する再販を目的

としていないことを申告します。 

 


